
 

Ⅶ 特別会計の状況 
 

 

 

 

 

 
 
 

１ 国民健康保険事業特別会計 

 

 

 

 

2 用地特別会計 

 

 

 

 

3 下水道事業特別会計 

 

 

 

 

 

 

4 介護保険事業特別会計 

 

 

 

 

5 後期高齢者医療特別会計 

 

 

 

 

 

 

調布市には，一般会計のほかに5つの特別会計（国民健康保険事業・用地・下水道事

業・介護保険事業・後期高齢者医療）があり，各会計間の均衡を保ち，一般会計と同

一の基調を基本として予算を編成しています。  

-125-



１ 国民健康保険事業特別会計 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前期高齢者：従来70歳で老人保健に移行した被保険者が，段階的に70～75歳まで加入している保険制度に留まること。 

 

 

 

①歳入歳出予算の状況（単位：百万円，％）

平成29年度の予算総額は，250億4000万円余となり，前年度と比較して4億３000万円

余，1.8%の増となっています。 

歳入では，国民健康保険税において，被保険者の減少傾向等を反映し，約3億６000万円の

減となっています。また，一般会計からの繰入金総額は，前年度比で1億6000万円余の増と

なっています。 

一方，歳出では，被保険者が減少傾向にあるものの，被保険者の高齢化や医療の高度化等に

伴い，保険給付費が2億6000万円余の増となっているほか，共同事業拠出金が2億円余の増

となっています。保健事業については，平成28年度実施の全年齢の医療費分析結果に基づ

き，第2期調布市国民健康保険データヘルス計画と第3期特定健診・特定保健指導実施計画を

策定します。 

引き続き，国民健康保険税の収納対策や医療費適正化，被保険者の健康増進を図る国保ヘル

スアップ事業に取り組むとともに，平成30年度からの国民健康保険制度の広域化に向けて，

システム改修などの準備を進め，新制度への円滑な移行を図っていきます。 

 

29 年 度 28 年 度 増 減 額 構 成 比 増 減 率

歳　 入 25,044 24,607 436 100.0 1.8

5 国 民 健 康 保 険 税 4,534 4,894 ▲ 360 18.1 ▲ 7.4

10 使 用 料 及 び 手 数 料 0.004 0.004 0 0.0 0.0

15 国 庫 支 出 金 4,544 4,418 126 18.2 2.9

20 療 養 給 付 費 等 交 付 金 196 387 ▲ 191 0.8 ▲ 49.3

22 前 期 高 齢 者 交 付 金 4,350 3,965 385 17.4 9.7

25 都 支 出 金 1,432 1,332 100 5.7 7.5

30 共 同 事 業 交 付 金 6,266 6,051 214 25.0 3.5

35 財 産 収 入 0.001 0.001 0 0.0 0.0

40 繰 入 金 3,692 3,525 167 14.7 4.7

45 繰 越 金 0.001 0.001 0 0.0 0.0

50 諸 収 入 29 34 ▲ 5 0.1 ▲ 14.7

29 年 度 28 年 度 増 減 額 構 成 比 増 減 率

歳　  出 25,044 24,607 436 100.0 1.8

5 総 務 費 393 376 17 1.6 4.4

10 保 険 給 付 費 14,031 13,767 265 56.0 1.9

12 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 2,804 2,865 ▲ 62 11.2 ▲ 2.2

13 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 10 2 9 0.0 575.9

15 老 人 保 健 拠 出 金 0.05 0.08 ▲ 0.03 0.0 ▲ 36.1

18 介 護 納 付 金 1,189 1,187 2 4.8 0.2

20 共 同 事 業 拠 出 金 6,330 6,125 205 25.3 3.4

25 保 健 事 業 費 263 263 ▲ 0.1 1.0 ▲ 0.04

35 公 債 費 0.08 0.08 0 0.0 0.0

40 諸 支 出 金 18 18 0.6 0.1 3.4

90 予 備 費 5 5 0 0.0 0.0

区　　　　　分

区　　　　　分
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②国民健康保険被保険者数の推移（単位：人，世帯） 

 

③一人当たり年間医療費の推移（単位：円） 
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２ 用地特別会計 
 

１ 平成29年度の用地特別会計の歳入歳出予算総額は2,000万円余となり，前年度

と比較して2億2,000万円余，88.4％の減となっています。主な減要因として

は，みんなの森用地に代表される公共施設用地の買戻しの皆減が挙げられます。平

成29年度の予算では，土地開発公社が先行取得した，生活道路の買戻しに係る買

収費などを計上しております。 

２ 新たに土地開発公社が公共事業用地を先行取得するため，債務負担行為の限度額

を定めています。平成29年度用地特別会計における債務負担行為限度額として

は，公共事業用地（生活道路，深大寺南町二丁目）の先行取得分で10億4,400万

円を設定しています。また，金融機関に対する債務保証として，公社が公共事業用

地，代替地を取得する事業資金及び保有している代替地に係る債務について，限度

額を設定しています。 

３ 公共用地先行取得債は，平成27年度をもって下布田遺跡用地分の償還が完了

し，全ての残高が解消しました。 

 

 

 

①歳入歳出予算の状況（単位：百万円，％） 

29 年 度 28 年 度 増 減 額 構 成 比 増 減 率

歳　 入 29 252 ▲ 223 100.0 ▲ 88.4

5 財 産 収 入 15 244 ▲ 228 52.8 ▲ 93.7

10 繰 入 金 14 8 6 47.2 68.9

15 繰 越 金 0.001 0.001 0 0.0 0.0

29 年 度 28 年 度 増 減 額 構 成 比 増 減 率

歳 　出 29 252 ▲ 223 100.0 ▲ 88.4

5 用 地 費 25 248 ▲ 223 86.9 ▲ 89.8

10 繰 出 金 4 4 0 13.1 3.8

区　　　　　分

区　　　　　分

 

②債務負担行為の状況（単位：百万円，％） 

 

面積㎡ 2９年度 面積㎡ 28年度 増減額 増減率

4,440 1,044 3,564 590 454 76.9

生 活 道 路 等 用 地 292 200 85 80

国 分 寺 崖 線 用 地 0 0 3,479 510

深 大 寺 南 町 二 丁 目 用 地 4,148 844 0 0

  区 　　　   分

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業
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③公共用地買収費（債務負担解消分）①，公共用地先行取得債②の推移（単位：百万円） 

 

                         
① 公共用地買収費（債務負担解消分）：市と土地開発公社との契約（債務負担行為）により，公共用地を先行取得しています。

取得後，毎年度，取得分に対する土地買収費を支払っています。 
② 公共用地先行取得債：用地特別会計における市債で，公共用地を先行取得する際に借り入れます。これまで福祉施設用地，

基地跡地公園用地，下布田遺跡公園用地の取得費に充てるために借り入れています。 
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調布市土地開発公社債務残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑今後の調布市土地開発公社の利活用 

 

項    目 取  組  の  方  向  等 

□公共事業用地先行取得枠

の厳選・計画的な公有地化

（利活用） 

○市債と同様，後年度の負担となることから，その動向には十分留意

していきます。 

○東京都との協議・調整を踏まえ，一般会計による取得を計画的に実

施し，連結ベースでの債務残高の透明性の向上及び土地開発公社

経営健全化をより一層促進させていきます。  

 

公共事業用地の計画的な公有地化・段階的な

代替地等の公有地化によって，平成 18 年度

と比較して約 87 億円の債務残高を縮減 

⇒引き続き，連結ベースでの債務残高を見据

えてコントロールしていきます。 

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

545 980 334 145 298 444 406 171 21 103 538 1,044

2,077 2,235 2,103 997 779 165 285 77 583 249 221 12

買 戻 し 2,077 2,235 2,103 997 779 165 285 77 583 249 221 12

4,800 3,545 1,776 924 443 722 844 937 375 229 546 1,578

18年度比較 ▲ 3,222

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

27 39 575 158 25 19 13 11 499 12 11 14

632 262 12 524 440 571 569 0 132 0 0 0

売 払 い 632 262 12 513 431 571 569 0 132 0 0 0

2,879 2,656 3,219 2,853 2,438 1,886 1,331 1,342 1,708 1,721 1,731 1,745

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

4,309 4,858 5,117 5,185 5,245 2,587 2,102 2,125 734 0 0 0

11,988 11,059 10,112 8,962 8,126 5,195 4,276 4,403 2,817 1,950 2,277 3,324

7,679 6,201 4,995 3,777 2,881 2,608 2,174 2,278 2,083 1,950 2,277 3,324

公共事業用地：用地会計の債務負担行為に基づく道路用地や公遊園用地等の先行取得

代替地等　　：用地会計の債務保証に基づく代替地等の公社独自取得 債務合計 ▲ 8,664

生活再建救済：用地会計の債務保証に基づく東京外郭環状道路関連の国土交通省の代理取得 うちａ+ｂ ▲ 4,355

29増減分 1,046

増 加 額

減 少 額

債 務 残 高 a

うち残高a+b

区　分

債 務 残 高 c

29年度と18年度比較

公
共
事
業
用
地

代
替
地
等

生
活
再
建

債務合計a+b+c

区　分

増 加 額

減 少 額

債 務 残 高 b

区　分
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３ 下水道事業特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                            

 

①歳入歳出予算の状況（単位：百万円，％） 

29 年 度 28 年 度 増 減 額 構 成 比 増 減 率

歳　 入 3,388 3,511 ▲ 124 100.0         ▲ 3.5

5 分 担 金 及 び 負 担 金 36 9 27 1.1 307.8

10 使 用 料 及 び 手 数 料 2,008 2,037 ▲ 29 59.3 ▲ 1.4

15 国 庫 支 出 金 46 52 ▲ 6 1.3 ▲ 11.7

20 都 支 出 金 2 3 ▲ 0.3 0.1 ▲ 11.7

25 財 産 収 入 0.05 0.03 0.02 0.0 68.8

30 繰 入 金 702 627 76 20.7 12.1

35 繰 越 金 10 10 0 0.3 0.0

40 諸 収 入 0.4 0.4 0 0.0 0.0

90 市 債 583 774 ▲ 191 17.2 ▲ 24.7

29 年 度 28 年 度 増 減 額 構 成 比 増 減 率

歳　  出 3,388 3,511 ▲ 124 100.0         ▲ 3.5

5 総 務 費 487 490 ▲ 3 14.4           ▲ 0.7

10 事 業 費 2,580 2,707 ▲ 127 76.1           ▲ 4.7

15 公 債 費 311 304 7 9.2             2.4

20 諸 支 出 金 0.001 0.001 0 0.0             0.0

90 予 備 費 10 10 0 0.3             0.0

区　　　　　分

区　　　　　分

 

 

 

 

平成29年度の下水道事業特別会計予算は，仙川ポンプ場の老朽化に伴う施設

改修工事費の減や下水道施設の耐震化工事費の減を主な要因として，事業費は 

1億2000万円余，4.7％の減となり，予算総額では33億8000万円余，前年度

と比較して1億2000万円余，3.5％の減となっています。 

下水道事業においては，「環境とくらしを守る下水道」を基本理念とする調布

市下水道総合計画に位置付けた事業に取り組みます。 

主な取組については，下水道施設を将来にわたって利用できるように計画的に

補修・改築・更新を行う長寿命化対策として，布田及び調布ケ丘地域の対策工事

を継続するとともに，次期計画策定準備のための基礎調査等を行います。 

その他，入間川上流域（東つつじケ丘）の浸水被害軽減のため，国，都，三鷹

市と引き続き協議し，対策工事を行います。 
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②29年度の主要事業（単位：百万円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

③下水道債残高の推移（単位：百万円） 

平成29年度借入額の内訳 借入額

野川処理区整備事業 70.6

3・4・7号線下水道整備事業 58.8

管渠建設事業 313.0

都道共同工事事業 37.2

下水道施設長寿命化事業 103.1

（　合      計　） 582.7

事         業        名 予算額 内                          容

下水道施設の地震対策 15
次期下水道総合地震対策計画策定準備のための調布幹線の詳細調
査

下水道施設の長寿命化対策 237
布田・調布ケ丘地域の長寿命化対策工事の継続，次期下水道長寿
命化計画策定準備のための基礎調査等

入間川上流域の浸水被害軽減対策 112 入間川上流域（東つつじケ丘）の浸水被害軽減対策工事

管渠建設費 373 都市計画道路等の整備に伴う管渠の建設改良工事

固定資産台帳整備事業 14 公営企業会計導入に向けた下水道施設の固定資産台帳の整備
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４ 介護保険事業特別会計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①歳入歳出予算の状況（単位：百万円，％） 

29 年 度 28 年 度 増 減 額 構 成 比 増 減 率

歳　 入 14,744 14,668 75 100.0 0.5

5 保 険 料 3,196 3,192 4 21.7 0.1

10 使 用 料 及 び 手 数 料 0 0.543 ▲ 0.543 0.0 皆減

15 国 庫 支 出 金 3,197 3,161 36 21.7 1.1

20 支 払 基 金 交 付 金 3,916 3,904 12 26.6 0.3

25 都 支 出 金 2,132 2,131 1 14.5 0.0

30 財 産 収 入 1.3 2.2 ▲ 0.9 0.0 ▲ 40.3

35 繰 入 金 2,292 2,276 15 15.5 0.7

40 繰 越 金 0.001 0.001 0 0.0 0.0

45 諸 収 入 9 0.069 9 0.0 著増

29 年 度 28 年 度 増 減 額 構 成 比 増 減 率

歳　  出 14,744 14,668 75 100.0 0.5

5 総 務 費 404 404 0.6 2.8 0.2

10 保 険 給 付 費 13,500 13,800 ▲ 300 91.6 ▲ 2.2

12 地 域 支 援 事 業 費 832 457 375 5.6 82.2

25 基 金 積 立 金 1.3 2.2 ▲ 0.9 0.0 ▲ 40.3

30 諸 支 出 金 5 5 0 0.0 0.0

90 予 備 費 1 1 0 0.0 0.0

区　　　　　分

区　　　　　分

②介護保険料の調布市独自減額制度の概要 

 災害等による法定減免の他に実施する，低収入者に対する調布市独自減額制度（平成18年4月施行 29年度まで延長） 

区     分 内      容 

 ア 対象者及び基準 ○ 第2段階・第３段階に該当し，次に掲げる基準に該当する方を対象とします。 

① 前年収入が１人世帯の場合150万円以下（世帯員１人増す毎に50万円加算） 

② 預貯金額が１人世帯の場合350万円以下（世帯員１人増す毎に100万円加算） 

③ 全ての世帯員が生活の本拠となる住宅以外に不動産を所有していないこと（ただ 

  し，介護保険施設等に入所している方が入所前の居住地に所有している住宅は除く） 

④ 市町村民税課税者の控除対象配偶者及び扶養親族のいずれにもなっていないこと 

⑤ 市町村民税課税者の医療保険の被扶養者になっていないこと 

  

 イ 減額対象期間 ○ 申請された日において未到来の納期に係るもの。ただし７月末日までに申請した場合

  当該年度の保険料の全額。 

 ウ 減額する金額 ○第2段階・第３段階保険料を，第1段階保険料に減額。 

 平成 29 年度は第６期介護保険事業計画（平成 27～29 年度）の 3 年次目です。 

平成 29 年度の介護保険事業特別会計は，地域支援事業費の増などを見込んだ結

果，予算総額 147 億 4000 万円余となり，前年度と比較して 7000 万円余，

0.5％の増となりました。 

地域支援事業においては，平成 28 年 10 月から実施している介護予防・日常生活

支援総合事業に引き続き取り組むとともに，生活支援体制整備事業の拡充にかかる予

算を計上し，地域での支え合いの体制整備を進めます。 

今後も，介護サービスを必要とする方に適正なサービスが提供されるよう，介護保

険制度の円滑・適正な運営に取り組んでまいります。 
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③介護保険認定者数等の推移（単位：人） 

 

 

 

 

 

（人） 
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5 後期高齢者医療特別会計 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入歳出予算の状況（単位：百万円，％） 

29 年 度 28 年 度 増 減 額 構 成 比 増 減 率

歳　 入 4,883 4,889 ▲ 7 100.0 ▲ 0.1

5 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 2,499 2,604 ▲ 105 51.2 ▲ 4.0

10 使 用 料 及 び 手 数 料 0.001 0.001 0 0.0 0.0

15 繰 入 金 2,246 2,152 93 46.0 4.3

20 繰 越 金 0.001 0.001 0 0.0 0.0

25 諸 収 入 138 133 5 2.8 3.7

29 年 度 28 年 度 増 減 額 構 成 比 増 減 率

歳　  出 4,883 4,889 ▲ 7 100.0 ▲ 0.1

5 総 務 費 62 71 ▲ 9 1.3 ▲ 12.1

7 保 険 給 付 費 57 56 2 1.2 2.9

10 広 域 連 合 納 付 金 4,579 4,587 ▲ 9 93.8 ▲ 0.2

15 保 健 事 業 費 179 170 9 3.6 5.3

20 諸 支 出 金 5 5 ▲ 0.01 0.1 ▲ 0.2

90 予 備 費 0.5 0.5 0 0.0 0.0

区　　　　　分

区　　　　　分

 

 

 

平成 20 年 4 月から老人保健制度に替わり，後期高齢者医療制度が広域連

合によって運営されています。平成 29 年度の後期高齢者医療特別会計は，

予算総額 48 億 8000 万円余で，前年度と比較して約 700 万円，0.1％の

減となっています。 

広域連合が保険料の賦課及び医療費の給付等を行い，市区町村が保険料徴収

等を行うという役割分担から，後期高齢者医療特別会計は，主な歳入が保険

料と一般会計からの繰入金，主な歳出が広域連合納付金という構成となって

います。 
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○ 平成29年度後期高齢者医療制度の概要 

 

1 制度 ・平成 20 年 4 月から老人保健制度に替わり，新たに後期高

齢者医療制度が開始しました。 

2 運営主体 ・東京都後期高齢者医療広域連合（地方自治法に基づく特別地

方公共団体。以下「広域連合」という。）です。 

3 業務分担 ・広域連合 ▼  資格管理，保険料賦課，医療費給付，財政運営 

・調布市 ▼  窓口業務，保険料徴収，健診事業 

４ 対象者 ・75 歳以上の方（一定障害のある方は 65 歳以上）です。 

５ 給付内容 ・現物給付（医科，歯科，調剤），現金支給（柔道整復，治療 

用装具），葬祭費，高額療養費，高額介護合算療養費，入院時 

食事療養費，訪問看護療養費等 

６ 保険料 (1) 保険料 ▼  均等割額 42,400 円 

       所得割率 9.07％ 

(2) 算定賦課単位 ▼  個人単位 

(3) 徴収方法 ▼  徴収の対象となる年金の年額が 18 万円以上

の方は年金から特別徴収（天引き）されます。ただし，１回

の天引きで，介護保険料と合わせた保険料額が，支給される

年金額の 1/2 を超える場合等には，口座振替等による普通

徴収となります。 

(4) 徴収した保険料 ▼  徴収した保険料は広域連合に支弁しま

す。 

(5) 低所得者の軽減措置 ▼  世帯の所得に応じ，保険料の均等

割額が軽減されます。 

(6) 被用者保険の被扶養者への措置 ▼  被用者保険の被扶養者

で保険料を負担していなかった方は，軽減されます。 

7 患者負担割合 ・１割又は３割 

8 財源構成 医療費の自己負担分を除く財源構成は下記のとおり 

・公費 ▼約 5 割（国 4/6・都道府県 1/6・市町村 1/6） 

・後期高齢者支援金（国保・被用者保険） ▼約４割 

・被保険者の保険料 ▼約１割 

9 区市町村によ

る保険料負担軽

減措置 

 

・平成 28 年度に引き続き平成 29 年度についても，保険料の

負担軽減を図るため，６２区市町村は一般財源（平成 29 年度

の調布市の負担は１億 2,700 万円余）をもって財源補てんす

ることとしました。 

10 保険料率の

改定 

 

 

 

 

 

 

・広域連合は２年に１回の保険料率等の改定を行いますが，区

市町村による負担軽減を踏まえ，平成 28，29 年度の保険料

率等は下記のとおりとなっています。 
 

 平成 28・29 年度 平成 26・27 年度 増減 

均等割額 42,400 円 42,200 円 200 円増 

所得割率 9.07％ 8.98％ 0.09 ポイント増 

限度額 57 万円 57 万円 － 
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